
個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：個人情報の保護に関する法律第75条（本人の数≧1,000人）】

1個人情報ファイルの名称

2行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4個人情報ファイルの利用目的

5記録項目

6記録範囲

7記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

14
行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

15行政機関等匿名加工情報の概要

16
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

17
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

18
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

医療手帳及び水俣病被害者手帳、メチル水銀に係る健康影響調査研究
事業による医療手帳対象者

水俣病総合対策医療事業等受給者マスタ

知事

水俣病保健課

水俣病総合対策医療事業及びメチル水銀に係る健康影響調査研究事業
における療養費等支給事務のために利用する。

１受給者番号、２旧受給者番号、３受付番号、４カナ氏名、５漢字氏名、６生年月日、７性別、
８申請日、９効力開始日、１０遡及開始日、１１除外理由、１２除外日、１３老人開始日、１４
死亡日、１５手帳交付日、１６郵便番号、１７住所、１８電話番号、１９送付先郵便番号、２０
送付先住所

12個人情報ファイルの種別

非該当

本人からの申請書提出

含む

株式会社熊本計算センター（委託先）

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

水俣病保健課

〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　☑無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

―

―

―

―

含まない

―



19備　　　考



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：個人情報の保護に関する法律第75条（本人の数≧1,000人）】

1個人情報ファイルの名称

2行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4個人情報ファイルの利用目的

5記録項目

6記録範囲

7記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

14
行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

15行政機関等匿名加工情報の概要

16
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

17
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

18
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

水俣病保健課

〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　☑無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

―

―

―

―

含まない

―

12個人情報ファイルの種別

非該当

本人からの申込書提出

含む

公益財団法人結核予防会

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

健康不安者フォローアップ健診事業要件対象者

健康不安者フォローアップ健診希望者名簿

知事

水俣病保健課

健康不安者フォローアップ健診事業における健診案内送付のために利
用する。

1申込年度、２区分、３申請受付番号、４氏名、５カナ氏名、６生年
月日、７性別、８郵便番号、９住所、１０送付先郵便番号、１１送付
先住所、１２電話番号、１３緊急時電話番号



19備　　　考



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：個人情報の保護に関する法律第75条（本人の数≧1,000人）】

1個人情報ファイルの名称

2行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4個人情報ファイルの利用目的

5記録項目

6記録範囲

7記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

14
行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

15行政機関等匿名加工情報の概要

16
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

17
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

18
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

公害健康被害の補償等に関する法律に係る水俣病の認定申請書を提出
した者

水俣病認定関係事務ファイル

知事

水俣病審査課

水俣病の認定審査事務のために利用する。

１氏名、２識別番号、３性別、４年齢・生年月日、５住所・電話番
号、６本籍、７続柄、８家庭生活の状況、９社会生活の状況、１０心
身の状況、１１その他（検診医の氏名）

12個人情報ファイルの種別

非該当

本人からの申請書提出及び医療機関からの検診録等提出

含む

熊本県公害健康被害認定審査会

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

水俣病審査課

〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　☑有　□無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

―

―

―

―

含まない

―



19備　　　考



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：個人情報の保護に関する法律第75条（本人の数≧1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

14
行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

15 行政機関等匿名加工情報の概要

16
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

17
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

18
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

異議申立人（旧）、再調査請求人、審査請求人

公健法に基づく処分に対する行政不服審査事務ファイル

知事

水俣病審査課

水俣病認定申請における原処分が適法・妥当であったか否かを明らか
にするために利用する。

１氏名、２識別番号、３性別、４年齢・生年月日、５住所・電話番
号、６本籍、７続柄、８家庭生活の状況、９社会生活の状況、１０心
身の状況

12 個人情報ファイルの種別

非該当

請求人及び代理人からの申請書提出又は国からの送付
医療機関からの検診録等提出

含む

口頭審理における代理人（弁護士）

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

水俣病審査課

〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　有　□無

法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

―

―

―

―

含まない

―



19 備　　　考



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：個人情報の保護に関する法律第75条（本人の数≧1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

14
行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

15 行政機関等匿名加工情報の概要

16
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

17
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

18
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

水俣病審査課

〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　有　□無

法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

―

―

―

―

含まない

―

12 個人情報ファイルの種別

非該当

訴訟で提出された資料

含む

訴訟代理人弁護士及び指定代理人

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

原告

水俣病訴訟に関する事務ファイル

知事

水俣病審査課

水俣病訴訟事務において、原告各人が医学的に水俣病に罹患している
かどうか、罹患している場合はその程度について明らかにするために
利用する。

１氏名、２識別番号、３性別、４年齢・生年月日、５本籍、６続柄、
７家庭生活の状況、８社会生活の状況、９心身の状況



19 備　　　考



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：個人情報の保護に関する法律第75条（本人の数≧1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

14
行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

15 行政機関等匿名加工情報の概要

16
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

17
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

18
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

19 備　　　考

環境立県推進課

〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　☑有　□無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

環境立県推進課
〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

―

―

―

含まない

―

12 個人情報ファイルの種別

該当

本人からの許可申請書又は届出書の提出

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

熊本県地下水保全条例に基づく許可申請、届出を行った者

熊本県地下水採取者ファイル

知事

環境立県推進課

県内における地下水の利用状況を把握するため。

1氏名　2住所　3井戸所在地　4採取開始年月日　5用途　6吐出口の断
面積　7年間採取量



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：個人情報の保護に関する法律第75条（本人の数≧1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

14
行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

15 行政機関等匿名加工情報の概要

16
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

17
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

18
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

環境保全課又は各保健所

〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1他

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　☑無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

環境保全課又は各保健所
〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1他

－

－

－

含まない

－

12 個人情報ファイルの種別

該当

工事業者からの報告提出

含まない

－

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

氏名：工事の名称（個人名含む場合あり）、事前調査者、分析調査者
住所：工事の場所

大気汚染防止法に基づく解体等工事に係る石綿事前調査結果報告ファ
イル

知事

環境保全課、各保健所

大気汚染防止法に基づく解体等工事への立入検査・指導等を効率的か
つ効果的に実施するために利用する。

氏名、住所



19 備　　　考



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：個人情報の保護に関する法律第75条（本人の数≧1,000人）】

1個人情報ファイルの名称

2行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4個人情報ファイルの利用目的

5記録項目

6記録範囲

7記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

14
行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

15行政機関等匿名加工情報の概要

16
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

17
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

18
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

狩猟免許試験の受験申込者（平成１３年度以降）

狩猟免許試験ファイル

知事

自然保護課及び各広域本部・各地域振興局林務課（球磨地域振興局は
森林保全課）

狩猟免許試験受験者の本人確認のために利用する。

氏名、識別番号、年齢・生年月日、住所・電話番号、健康・病歴、障
害

12個人情報ファイルの種別

非該当

本人からの受験票の提出

含まない

-

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

自然保護課

〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　☑有　□無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

―

―

―

―

含まない

-



19備　　　考



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：個人情報の保護に関する法律第75条（本人の数≧1,000人）】

1個人情報ファイルの名称

2行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4個人情報ファイルの利用目的

5記録項目

6記録範囲

7記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

14
行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

15行政機関等匿名加工情報の概要

16
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

17
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

18
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

自然保護課

〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　☑有　□無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

―

―

―

―

含まない

-

12個人情報ファイルの種別

非該当

本人からの申込書の提出

含まない

-

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

狩猟者登録の申し込みをした者（平成１３年度以降）

狩猟者登録ファイル

知事

自然保護課及び各広域本部・各地域振興局林務課（球磨地域振興局は
森林保全課）

狩猟者登録事務に必要な本人確認のために利用する。

氏名、識別番号、年齢・生年月日、住所・電話番号、顔写真、職業・
職歴



19備　　　考



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：個人情報の保護に関する法律第75条（本人の数≧1,000人）】

1個人情報ファイルの名称

2行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4個人情報ファイルの利用目的

5記録項目

6記録範囲

7記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

14
行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

15行政機関等匿名加工情報の概要

16
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

17
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

18
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業許可申請書を提出した者、法
人にあっては、当該法人の役員及び役員に準ずる者。

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業許可申請書ファイル

知事

循環社会推進課、県内各保健所

産業廃棄物処理業許可申請等に係る審査事務における本人の資格審査
のために利用する。

１氏名及びよみがな　２本籍地　３住所　４生年月日　５性別　６外
国籍の者にあっては通称名及びよみがな並びに本国名よみがな　７許
可審査に係る犯歴

12個人情報ファイルの種別

該当

本人からの申請書等の提出

含む

－

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

循環社会推進課

〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　☑無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

名称：循環社会推進課　所在地：〒862-8570　熊本県熊本市中央区水
前寺6-18-1

―

―

―

含まない

－



19備　　　考



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：個人情報の保護に関する法律第75条（本人の数≧1,000人）】

1個人情報ファイルの名称

2行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4個人情報ファイルの利用目的

5記録項目

6記録範囲

7記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

14
行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

15行政機関等匿名加工情報の概要

16
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

17
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

18
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

産業廃棄物処理施設設置許可申請書等を提出した者、法人にあって
は、当該法人の役員及び役員に準ずる者。

産業廃棄物処理施設設置許可申請書ファイル

知事

循環社会推進課、県内各保健所

産業廃棄物処理施設設置許可申請等に係る審査事務における本人の資
格審査のために利用する。

１氏名及びよみがな　２本籍地　３住所　４生年月日　５性別　６外
国籍の者にあっては通称名及びよみがな並びに本国名よみがな　７許
可審査に係る犯歴

12個人情報ファイルの種別

該当

本人からの申請書提出

含む

－

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

循環社会推進課

〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　☑無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

名称：循環社会推進課　所在地：〒862-8570　熊本県熊本市中央区水
前寺6-18-1

―

―

―

含まない

－



19備　　　考



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：個人情報の保護に関する法律第75条（本人の数≧1,000人）】

1個人情報ファイルの名称

2行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4個人情報ファイルの利用目的

5記録項目

6記録範囲

7記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

14
行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

15行政機関等匿名加工情報の概要

16
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

17
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

18
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

食品適正表示推進者講習会を受講した者

食品適正表示推進者講習会に関する事務ファイル

知事

くらしの安全推進課

食品適正表示推進者の育成及び設置のために利用する。

1事業所名、2事業所所在地、3業種、4電話番号、5FAX番号、6所属・
職、7氏名

12個人情報ファイルの種別

該当

本人からの申請書又はアンケート提出

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

くらしの安全推進課

〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　☑有　□無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

くらしの安全推進課
〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

―

―

―

含まない

―



19備　　　考



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：個人情報の保護に関する法律第75条（本人の数≧1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

14
行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

15 行政機関等匿名加工情報の概要

16
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

17
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

18
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

熊本県食品表示ウォッチャー登録申込者、登録更新申出者

熊本県食品表示ウォッチャー登録者ファイル

知事

くらしの安全推進課

熊本県食品表示ウォッチャー登録のため。

１氏名、２生年月日、３職業、４住所、５電話番号、６メールアドレ
ス

12 個人情報ファイルの種別

該当

本人からの登録申込書・登録申出書の提出

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

くらしの安全推進課

〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　☑有　□無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

くらしの安全推進課（熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1）

―

―

―

含まない

―



19 備　　　考



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：個人情報の保護に関する法律第75条（本人の数≧1,000人）】

1 個人情報ファイルの名称

2 行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4 個人情報ファイルの利用目的

5 記録項目

6 記録範囲

7 記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9 記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

14
行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

15 行政機関等匿名加工情報の概要

16
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

17
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

18
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

食品表示相談者

食の安全１１０番相談受付ファイル

知事

くらしの安全推進課

食品表示に関する相談対応のために利用する。

１氏名、２事業所、３電話番号、４FAX番号、５メールアドレス、６
住所、７対象商品概要、８相談概要

12 個人情報ファイルの種別

該当

職員による聞き取り、本人からのメール受信及び相談フォーム（ロゴ
フォーム）入力

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

くらしの安全推進課

〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　☑有　□無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

くらしの安全推進課（熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1）

―

―

―

含まない

―



19 備　　　考



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：個人情報の保護に関する法律第75条（本人の数≧1,000人）】

1個人情報ファイルの名称

2行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4個人情報ファイルの利用目的

5記録項目

6記録範囲

7記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

14
行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

15行政機関等匿名加工情報の概要

16
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

17
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

18
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

消費生活課（熊本県消費生活センター）

〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

☐法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　☑有　□無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

消費生活課（〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1）

―

―

―

含まない

―

12個人情報ファイルの種別

該当

相談員による聞き取り及び本人からの契約書類等の写しの提出

含む

独立行政法人国民生活センター

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

相談者、契約者及び関係者

消費生活相談情報

知事

消費生活課（熊本県消費生活センター）

消費生活に関する苦情相談情報を収集し、政策立案や注意喚起、行政
指導等につなげる

1氏名、2住所、3年齢、4性別、5職業、6電話番号



19備　　　考



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：個人情報の保護に関する法律第75条（本人の数≧1,000人）】

1個人情報ファイルの名称

2行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4個人情報ファイルの利用目的

5記録項目

6記録範囲

7記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

14
行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

15行政機関等匿名加工情報の概要

16
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

17
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

18
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

☑法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　□有　□無

□法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

―

―

―

―

含まない

12個人情報ファイルの種別

非該当

本人からの申込申請（チラシ、電子申請、電子メール、FAX）

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

人権同和政策課

〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

―

人権メッセージ応募者

人権メッセージ応募者ファイル

知事

人権同和政策課

人権メッセージ受賞者表彰のため

氏名・年齢・住所・その他（学校名、学年、事業所名）



19備　　　考



個人情報ファイル簿（単票）　【根拠：個人情報の保護に関する法律第75条（本人の数≧1,000人）】

1個人情報ファイルの名称

2行政機関等の名称

3
個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

4個人情報ファイルの利用目的

5記録項目

6記録範囲

7記録情報の収集方法

8
要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

9記録情報の経常的提供先

(名　称)

(所在地)

11
訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

13
行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

14
行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

15行政機関等匿名加工情報の概要

16
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

17
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

18
記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

人権同和政策課

〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

□法第60条第2項第2号
　(マニュアル処理ファイル)

　　政令第21条第7項に
　　該当するファイル
　　☑有　□無

☑法第60条第2項第1号
　(電算処理ファイル)

人権同和政策課
〒862-8570　熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

―

―

―

含まない

―

12個人情報ファイルの種別

該当

本人からの貸出登録申請のよる（書面又はメール）

含まない

―

10
開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

人権センターにおける図書、ビデオ、パネル等の貸出者

人権センター利用者登録名簿

知事

人権同和政策課

人権センターが管理する図書、ビデオ、パネル等の貸出者を把握し、
延滞時等において連絡に利用するため。

１氏名、２住所、３電話番号　４所属



19備　　　考


